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(57)【要約】
【課題】ユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性が高い情
報を抽出できるサーバ装置、解析方法及びプログラムを
提供する。
【解決手段】実施形態のサーバ装置は、第１取得部と、
第２取得部と、解析部と、出力部と、を備える。第１取
得部は、商品画像を認識して当該商品画像に含まれる商
品を推定し、当該商品に関する関連情報を選択する認識
部から、前記商品を識別する商品識別情報を含む認識情
報を取得し、認識情報記憶部に記憶する。第２取得部は
、合成被対象物の被合成画像と商品の合成用画像とを合
成する合成部から、前記商品の前記商品識別情報を含む
合成情報を取得し、合成情報記憶部に記憶する。解析部
は、複数の前記認識情報及び複数の前記合成情報を解析
して、商品優先度を商品毎に算出する。出力部は、前記
商品優先度に基づく情報を前記認識部及び前記合成部の
少なくとも一方に出力する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品画像を認識して当該商品画像に含まれる商品を推定し、当該商品に関する複数種類
の関連情報のうち少なくともいずれかを選択する認識部から、前記商品を識別する商品識
別情報を少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部に記憶する第１取得部と、
　合成被対象物の被合成画像と商品の合成用画像とを合成する合成部から、前記商品の前
記商品識別情報を少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部に記憶する第２取得
部と、
　前記認識情報記憶部に記憶されている複数の前記認識情報及び前記合成情報記憶部に記
憶されている複数の前記合成情報を解析して、商品優先度を商品毎に算出する解析部と、
　前記商品優先度に基づく情報を前記認識部及び前記合成部の少なくとも一方に出力する
出力部と、
　を備えるサーバ装置。
【請求項２】
　前記解析部は、前記複数の認識情報を解析して第１商品優先度を商品毎に算出し、前記
複数の合成情報を解析して第２商品優先度を商品毎に算出し、商品毎の前記第１商品優先
度及び前記第２商品優先度に基づいて商品毎の前記商品優先度を算出する請求項１に記載
のサーバ装置。
【請求項３】
　前記認識情報は、認識日時を更に含み、
　前記合成情報は、合成日時を更に含み、
　前記解析部は、前記複数の認識情報を解析し、前記認識日時が現在日時に近いほど当該
認識日時に対応付けられた商品識別情報が示す商品の前記第１商品優先度を高くし、前記
複数の合成情報を解析し、前記合成日時が前記現在日時に近いほど当該合成日時に対応付
けられた商品識別情報が示す商品の前記第２商品優先度を高くする請求項２に記載のサー
バ装置。
【請求項４】
　前記解析部は、前記複数の認識情報を解析し、値が一致する商品識別情報の数が多いほ
ど、当該商品識別情報が示す商品の前記第１商品優先度を高くし、前記複数の合成情報を
解析し、値が一致する商品識別情報の数が多いほど、当該商品識別情報が示す商品の前記
第２商品優先度を高くする請求項２又は３に記載のサーバ装置。
【請求項５】
　前記解析部は、前記商品優先度が第１所定条件を満たす商品の商品識別情報を含む合成
情報が前記複数の合成情報内に存在するか否かを更に解析して、前記複数種類の関連情報
のうち当該解析の解析結果に応じた関連情報を推奨する第１推奨情報を生成し、
　前記出力部は、前記商品優先度及び前記第１推奨情報に基づく情報を前記認識部に出力
する請求項１～４のいずれか１つに記載のサーバ装置。
【請求項６】
　前記合成用画像は、前記商品のカテゴリ毎に存在し、
　前記合成情報は、前記商品のカテゴリを更に含み、
　前記解析部は、前記商品優先度が第２所定条件を満たす商品のカテゴリが複数存在する
場合、当該複数のカテゴリそれぞれの前記複数の合成情報内での登場回数を解析して、当
該登場回数が最も多いカテゴリを推奨する第２推奨情報を生成し、
　前記出力部は、前記商品優先度及び前記第２推奨情報に基づく情報を前記合成部に出力
する請求項１～５のいずれか１つに記載のサーバ装置。
【請求項７】
　商品画像を認識して当該商品画像に含まれる商品を推定し、当該商品に関する複数種類
の関連情報のうち少なくともいずれかを選択する認識部から、前記商品を識別する商品識
別情報を少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部に記憶する第１取得部と、
　合成被対象物の被合成画像と商品の合成用画像とを合成する合成部から、前記商品の前
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記商品識別情報を少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部に記憶する第２取得
部と、
　前記商品の販売に関する販売情報を管理する管理部から、前記商品の前記商品識別情報
を少なくとも含む購買情報及び前記商品の販売促進に関する販促情報を取得し、販売情報
記憶部に記憶する第３取得部と、
　前記認識情報記憶部に記憶されている複数の前記認識情報、前記合成情報記憶部に記憶
されている複数の前記合成情報、及び前記販売情報記憶部に記憶されている複数の前記購
買情報を解析して、商品優先度を商品毎に算出する第１解析、並びに前記複数の購買情報
に加え、前記複数の認識情報及び前記複数の合成情報の少なくとも一方を解析して、前記
販促情報の更新内容を求める第２解析の少なくとも一方を行う解析部と、
　前記商品優先度に基づく情報を前記認識部及び前記合成部の少なくとも一方に出力する
第１出力、並びに前記更新内容を前記管理部に出力する第２出力の少なくとも一方を行う
出力部と、
　を備えるサーバ装置。
【請求項８】
　前記解析部は、前記複数の認識情報を解析して第１商品優先度を商品毎に算出し、前記
複数の合成情報を解析して第２商品優先度を商品毎に算出し、前記複数の購買情報を解析
して第３商品優先度を商品毎に算出し、商品毎の前記第１商品優先度、前記第２商品優先
度、及び前記第３商品優先度に基づいて商品毎の前記商品優先度を算出する請求項７に記
載のサーバ装置。
【請求項９】
　前記解析部は、前記複数の認識情報を解析し、値が一致する商品識別情報の数が多いほ
ど、当該商品識別情報が示す商品の前記第１商品優先度を高くし、前記複数の合成情報を
解析し、値が一致する商品識別情報の数が多いほど、当該商品識別情報が示す商品の前記
第２商品優先度を高くし、前記複数の購買情報を解析し、値が一致する商品識別情報の数
が多いほど、当該商品識別情報が示す商品の前記第３商品優先度を高くする請求項８に記
載のサーバ装置。
【請求項１０】
　前記認識情報は、認識日時を更に含み、
　前記合成情報は、合成日時を更に含み、
　前記購買情報は、購買日時を更に含み、
　前記解析部は、前記複数の認識情報を解析し、前記認識日時が現在日時に近いほど当該
認識日時に対応付けられた商品識別情報が示す商品の前記第１商品優先度を高くし、前記
複数の合成情報を解析し、前記合成日時が前記現在日時に近いほど当該合成日時に対応付
けられた商品識別情報が示す商品の前記第２商品優先度を高くし、前記複数の購買情報を
解析し、前記購買日時が前記現在日時に近いほど当該購買日時に対応付けられた商品識別
情報が示す商品の前記第３商品優先度を高くする請求項８又は９に記載のサーバ装置。
【請求項１１】
　前記解析部は、前記商品優先度が第１所定条件を満たす商品の商品識別情報を含む合成
情報が前記複数の合成情報内に存在するか否かを更に解析して、前記複数種類の関連情報
のうち当該解析の解析結果に応じた関連情報を推奨する第１推奨情報を生成し、
　前記出力部は、前記商品優先度及び前記第１推奨情報に基づく情報を前記認識部に出力
する請求項７～１０のいずれか１つに記載のサーバ装置。
【請求項１２】
　前記合成用画像は、前記商品のカテゴリ毎に存在し、
　前記合成情報は、前記商品のカテゴリを更に含み、
　前記解析部は、前記商品優先度が第２所定条件を満たす商品のカテゴリが複数存在する
場合、当該複数のカテゴリそれぞれの前記複数の合成情報内での登場回数を解析して、当
該登場回数が最も多いカテゴリを推奨する第２推奨情報を生成し、
　前記出力部は、前記商品優先度及び前記第２推奨情報に基づく情報を前記合成部に出力
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する請求項７～１１のいずれか１つに記載のサーバ装置。
【請求項１３】
　前記認識情報は、前記商品画像の商品画像情報を更に含み、
　前記販促情報は、前記商品画像を用いた販売促進に関する第１販促情報を含み、
　前記解析部は、前記複数の購買情報を解析し、値の一致数が第３所定条件を満たす商品
識別情報に対応付けられた商品画像情報の前記複数の認識情報内での登場回数を解析し、
前記更新内容として、前記商品画像情報の前記登場回数に応じた前記第１販促情報の更新
内容を求める請求項７～１２のいずれか１つに記載のサーバ装置。
【請求項１４】
　前記合成情報は、前記合成用画像の合成用画像情報を更に含み、
　前記販促情報は、前記合成用画像を用いた販売促進に関する第２販促情報を含み、
　前記解析部は、前記複数の購買情報を解析し、値の一致数が第４所定条件を満たす商品
識別情報に対応付けられた合成用画像情報の前記複数の合成情報内での登場回数を解析し
、前記更新内容として、前記合成用画像情報の前記登場回数に応じた前記第２販促情報の
更新内容を求める請求項７～１３のいずれか１つに記載のサーバ装置。
【請求項１５】
　第１取得部が、商品画像を認識して当該商品画像に含まれる商品を推定し、当該商品に
関する複数種類の関連情報のうち少なくともいずれかを選択する認識部から、前記商品を
識別する商品識別情報を少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部に記憶する第
１取得ステップと、
　第２取得部が、合成被対象物の被合成画像と商品の合成用画像とを合成する合成部から
、前記商品の前記商品識別情報を少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部に記
憶する第２取得ステップと、
　解析部が、前記認識情報記憶部に記憶されている複数の前記認識情報及び前記合成情報
記憶部に記憶されている複数の前記合成情報を解析して、商品優先度を商品毎に算出する
解析ステップと、
　出力部が、前記商品優先度に基づく情報を前記認識部及び前記合成部の少なくとも一方
に出力する出力ステップと、
　を含む解析方法。
【請求項１６】
　商品画像を認識して当該商品画像に含まれる商品を推定し、当該商品に関する複数種類
の関連情報のうち少なくともいずれかを選択する認識部から、前記商品を識別する商品識
別情報を少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部に記憶する第１取得ステップ
と、
　合成被対象物の被合成画像と商品の合成用画像とを合成する合成部から、前記商品の前
記商品識別情報を少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部に記憶する第２取得
ステップと、
　前記認識情報記憶部に記憶されている複数の前記認識情報及び前記合成情報記憶部に記
憶されている複数の前記合成情報を解析して、商品優先度を商品毎に算出する解析ステッ
プと、
　前記商品優先度に基づく情報を前記認識部及び前記合成部の少なくとも一方に出力する
出力ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、サーバ装置、解析方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一般消費者向け小売業界では、新たなユーザ価値を創出することで、ショッピン
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グスタイルの差異化を図る動きが活発になってきており、例えば、Ｏ２Ｏ（Ｏｎｌｉｎｅ
　ｔｏ　Ｏｆｆｌｉｎｅ）が注目されている。Ｏ２Ｏとは、オンラインとオフラインでの
購買行動が連携し合ったり、オンラインでの情報が実店舗などでの購買行動に影響を及ぼ
したりすることを意味しており、携帯端末の位置情報サービスを使った店舗検索や、オン
ラインで取得したクーポンの実店舗での利用といったサービスが拡大してきている。
【０００３】
　このような中、商品画像を使って仮想試着を行う技術など様々なＯ２Ｏ関連の技術の開
発が進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１０８８０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したような従来技術では、予め定められた情報をユーザに提示して
いるに過ぎず、ユーザの購買意欲を喚起できていない。本発明が解決しようとする課題は
、ユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性が高い情報を抽出できるサーバ装置、解析方法及
びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態のサーバ装置は、第１取得部と、第２取得部と、解析部と、出力部と、を備え
る。第１取得部は、商品画像を認識して当該商品画像に含まれる商品を推定し、当該商品
に関する複数種類の関連情報のうち少なくともいずれかを選択する認識部から、前記商品
を識別する商品識別情報を少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部に記憶する
。第２取得部は、合成被対象物の被合成画像と商品の合成用画像とを合成する合成部から
、前記商品の前記商品識別情報を少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部に記
憶する。解析部は、前記認識情報記憶部に記憶されている複数の前記認識情報及び前記合
成情報記憶部に記憶されている複数の前記合成情報を解析して、商品優先度を商品毎に算
出する。出力部は、前記商品優先度に基づく情報を前記認識部及び前記合成部の少なくと
も一方に出力する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１実施形態のシステムの例を示す構成図。
【図２】図２は、第１実施形態の第１端末の例を示す構成図。
【図３】図３は、第１実施形態の第２端末の例を示す構成図。
【図４】図４は、第１実施形態のサーバ装置の例を示す構成図。
【図５】図５は、第１実施形態の認識情報の例を示す図。
【図６】図６は、第１実施形態の合成情報の例を示す図。
【図７】図７は、第１実施形態の商品情報のデータ構造の例を示す図。
【図８】図８は、第１実施形態の処理例を示すフローチャート。
【図９】図９は、第２実施形態のシステムの例を示す構成図。
【図１０】図１０は、第２実施形態の第３端末の例を示す構成図。
【図１１】図１１は、第２実施形態のサーバ装置の例を示す構成図。
【図１２】図１２は、第２実施形態の購買情報の例を示す図。
【図１３】図１３は、第２実施形態の更新前の第１販促情報の例を示す図。
【図１４】図１４は、第２実施形態の更新後の第１販促情報の例を示す図。
【図１５】図１５は、第２実施形態の更新前の店舗レイアウト情報の例を示す図。
【図１６】図１６は、第２実施形態の更新後の店舗レイアウト情報の例を示す図。
【図１７】図１７は、第２実施形態の処理例を示すフローチャート。
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【図１８】図１８は、変形例のシステムの例を示す構成図。
【図１９】図１９は、上記各実施形態及び各変形例のサーバ装置のハードウェア構成の例
を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照しながら、実施形態を詳細に説明する。
【０００９】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態のシステム１の一例を示す構成図である。図１に示すように、シ
ステム１は、第１端末１０と、第２端末２０と、サーバ装置３０とを、備える。第１端末
１０、第２端末２０、及びサーバ装置３０は、ネットワーク２を介して接続されている。
ネットワーク２は、例えば、インターネットやＬＡＮ（Local　Area　Network）などによ
り実現できる。
【００１０】
　第１実施形態では、第１端末１０が、認識部１１を備えており、ユーザが興味のある実
物体にかざすことで当該実物体に関する関連情報を取得する画像認識端末である場合を例
に取り説明する。第１端末１０は、例えば、携帯端末などにより実現できる。なお、以下
では、ユーザが興味のある実物体にかざすことで当該実物体に関する関連情報を取得する
ことを“かざす”と称する場合がある。
【００１１】
　同様に第１実施形態では、第２端末２０が、合成部２１を備えており、仮想試着シミュ
レーションや仮想設置シミュレーションなどを行う画像合成端末である場合を例に取り説
明する。第２端末２０は、例えば、商品を販売する店舗などに設置されている。なお、以
下では、仮想試着シミュレーションや仮想設置シミュレーションなどを行ってユーザが興
味のある商品を体験することを“ためす”と称する場合がある。
【００１２】
　システム１では、ユーザが興味のある実物体に第１端末１０をかざすことで商品に関す
る関連情報を取得し、取得した関連情報を起点として、第２端末２０が設置されている店
舗へユーザを赴かせ、仮想試着シミュレーションや仮想設置シミュレーションによって商
品を体験した上で、商品の購買につなげることを想定している。
【００１３】
　図２は、第１実施形態の第１端末１０の一例を示す構成図である。図２に示すように、
第１端末１０は、認識部１１と、撮像部１２と、フィードバック情報記憶部１３と、表示
部１４と、出力部１５とを、備える。
【００１４】
　認識部１１は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）などの処理装置にプロ
グラムを実行させること、即ち、ソフトウェアにより実現してもよいし、ＩＣ（Integrat
ed　Circuit）などのハードウェアにより実現してもよいし、ソフトウェア及びハードウ
ェアを併用して実現してもよい。撮像部１２は、例えば、デジタルカメラなどの撮像装置
により実現できる。フィードバック情報記憶部１３は、例えば、ＨＤＤ（Hard　Disk　Dr
ive）、ＳＳＤ（Solid　State　Drive）、メモリカード、光ディスク、及びＲＡＭ（Rand
om　Access　Memory）などの磁気的、光学的、又は電気的に記憶可能な記憶装置により実
現できる。表示部１４は、例えば、液晶ディスプレイやタッチパネルディスプレイなどの
表示装置により実現できる。出力部１５は、例えば、ＮＩＣ（Network　Interface　Card
）などの通信装置により実現できる。
【００１５】
　撮像部１２は、ユーザが興味のある実物体を撮像して商品画像を生成する。ユーザが興
味のある実物体は、例えば、ユーザが興味のある商品の広告などが該当するが、ユーザが
興味のある商品そのものであってもよい。
【００１６】
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　フィードバック情報記憶部１３は、フィードバック情報を記憶する。なお、フィードバ
ック情報の詳細については、後述する。
【００１７】
　認識部１１は、画像認識部１６と、フィードバック部１７とを含む。
【００１８】
　画像認識部１６は、商品画像を認識して当該商品画像に含まれる商品を推定し、当該商
品に関する複数種類の関連情報のうち少なくともいずれかを選択する。具体的には、画像
認識部１６は、推定した商品の商品情報をサーバ装置３０から取得し、取得した商品情報
に含まれる複数種類の関連情報のうち少なくともいずれかを選択する。画像認識部１６が
取得する商品情報は、例えば、推定した商品の商品ＩＤ（商品識別情報の一例）、及び複
数種類の関連情報を含む。複数種類の関連情報は、例えば、推定した商品の属性情報及び
付随情報などが挙げられる。属性情報は、例えば、ブランド、価格、色、及び素材・材質
などが該当し、付随情報は、例えば、口コミ、おすすめコーディネート、及び販売店情報
（住所や地図等などが該当する。
【００１９】
　なお、画像認識部１６は、フィードバック情報記憶部１３に推定した商品のフィードバ
ック情報が記憶されている場合、当該フィードバック情報に従って、関連情報を選択する
。
【００２０】
　フィードバック部１７は、サーバ装置３０から送信された情報に基づくフィードバック
情報をフィードバック情報記憶部１３に記憶する。
【００２１】
　表示部１４は、画像認識部１６により選択された関連情報を表示する。表示部１４は、
例えば、画像認識部１６により推定された商品の口コミ、おすすめコーディネート、又は
販売店情報などを画像として表示する。
【００２２】
　出力部１５は、認識情報をサーバ装置３０へ出力する。認識情報は、少なくとも画像認
識部１６により推定された商品の商品ＩＤを含む。なお、認識情報に、商品画像の商品画
像情報や関連情報を含めてもよい。ここで、商品画像情報は、商品画像そのものであって
もよいし、画像認識部１６による画像認識において商品画像とマッチングされた画像又は
当該画像の画像ＩＤであってもよい。また、認識情報に、認識日時、認識位置、及びユー
ザのユーザＩＤなどを含めてもよい。
【００２３】
　図３は、第１実施形態の第２端末２０の一例を示す構成図である。図３に示すように、
第２端末２０は、合成部２１と、撮像部２２と、フィードバック情報記憶部２３と、表示
部２４と、出力部２５とを、備える。
【００２４】
　合成部２１は、例えば、ＣＰＵなどの処理装置にプログラムを実行させること、即ち、
ソフトウェアにより実現してもよいし、ＩＣなどのハードウェアにより実現してもよいし
、ソフトウェア及びハードウェアを併用して実現してもよい。撮像部２２は、例えば、デ
ジタルカメラなどの撮像装置により実現できる。フィードバック情報記憶部２３は、例え
ば、ＨＤＤ、ＳＳＤ、メモリカード、光ディスク、及びＲＡＭなどの磁気的、光学的、又
は電気的に記憶可能な記憶装置により実現できる。表示部２４は、例えば、液晶ディスプ
レイやタッチパネルディスプレイなどの表示装置により実現できる。出力部２５は、例え
ば、ＮＩＣなどの通信装置により実現できる。
【００２５】
　撮像部２２は、合成被対象物を撮像して被合成画像を生成する。合成被対象物は、例え
ば、ユーザなどが該当する。
【００２６】
　フィードバック情報記憶部２３は、フィードバック情報を記憶する。なお、フィードバ
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ック情報の詳細については、後述する。
【００２７】
　合成部２１は、画像合成部２６と、フィードバック部２７とを含む。
【００２８】
　画像合成部２６は、撮像部２２により生成された被合成画像と商品（例えば、衣服）の
合成用画像とを合成する。具体的には、画像合成部２６は、複数の商品の商品情報をサー
バ装置３０から取得し、取得した商品情報それぞれに含まれる合成用画像を表示部２４に
表示し、ユーザにより選択された合成用画像を撮像部２２により生成された被合成画像と
合成する。画像合成部２６が取得する商品情報は、例えば、商品の商品ＩＤ（商品識別情
報の一例）、及び合成用画像群を含む。なお、合成用画像は商品のカテゴリ毎に存在する
ため合成用画像群となっている。カテゴリは、商品の種類や用途であってもよいし、商品
の試着の態様であってもよい。
【００２９】
　なお、画像合成部２６は、フィードバック情報記憶部２３に、フィードバック情報が記
憶されている場合、当該フィードバック情報が示す合成用画像をユーザが優先的に選択可
能なように表示部２４に表示する。
【００３０】
　フィードバック部２７は、サーバ装置３０から送信された情報に基づくフィードバック
情報をフィードバック情報記憶部２３に記憶する。
【００３１】
　表示部２４は、ユーザ選択用に合成用画像を表示したり、画像合成部２６により合成さ
れた合成画像を表示したりする。
【００３２】
　出力部２５は、合成情報をサーバ装置３０へ出力する。合成情報は、少なくとも画像合
成部２６により推定された商品の商品ＩＤを含む。なお、合成情報に、被合成画像の被合
成画像情報や合成用画像の合成用画像情報を含めてもよい。ここで、被合成画像情報は、
被合成画像そのものであってもよいし、被合成画像に加え、被合成画像をセンシングする
ことによって得られた奥行き（デプス）情報、人物の概形を示す骨格情報、身長、体重、
胸囲、及び座高等の計測情報を含めてもよい。合成用画像情報は、合成用画像そのもので
あってもよいし、合成用画像の画像ＩＤであってもよい。また、合成情報に、合成日時、
合成位置、ユーザのユーザＩＤ、及び商品のカテゴリなどを含めてもよい。
【００３３】
　図４は、第１実施形態のサーバ装置３０の一例を示す構成図である。図４に示すように
、サーバ装置３０は、第１取得部３１と、認識情報記憶部３２と、第２取得部３３と、合
成情報記憶部３４と、解析部３５と、出力部３６と、商品情報記憶部３７とを、備える。
【００３４】
　第１取得部３１、第２取得部３３、及び解析部３５は、例えば、ＣＰＵなどの処理装置
にプログラムを実行させること、即ち、ソフトウェアにより実現してもよいし、ＩＣなど
のハードウェアにより実現してもよいし、ソフトウェア及びハードウェアを併用して実現
してもよい。認識情報記憶部３２、合成情報記憶部３４、及び商品情報記憶部３７は、例
えば、ＨＤＤ、ＳＳＤ、メモリカード、光ディスク、及びＲＡＭなどの磁気的、光学的、
又は電気的に記憶可能な記憶装置により実現できる。出力部３６は、例えば、ＮＩＣなど
の通信装置により実現できる。
【００３５】
　第１取得部３１は、認識部１１（出力部１５）から、認識部１１により推定された商品
の商品ＩＤを少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部３２に記憶する。なお、
認識情報は、出力部１５で説明したような情報を更に含んでいてもよい。
【００３６】
　認識情報記憶部３２は、第１取得部３１により記憶された複数の認識情報を記憶する。
図５は、第１実施形態の認識情報の一例を示す図である。図５に示す例では、認識情報は
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、Ｎｏ．と、認識日時と、商品画像情報と、商品ＩＤと、第１端末１０において表示した
関連情報とを、対応付けた情報となっているが、これに限定されるものではない。
【００３７】
　第２取得部３３は、合成部２１（出力部２５）から、被合成画像と合成された合成用画
像の商品の商品ＩＤを少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部３４に記憶する
。なお、合成情報は、出力部２５で説明したような情報を更に含んでいてもよい。
【００３８】
　合成情報記憶部３４は、第２取得部３３により記憶された複数の合成情報を記憶する。
図６は、第１実施形態の合成情報の一例を示す図である。図６に示す例では、合成情報は
、Ｎｏ．と、合成日時と、被合成画像情報と、商品ＩＤと、カテゴリとを、対応付けた情
報となっているが、これに限定されるものではない。
【００３９】
　解析部３５は、認識情報記憶部３２に記憶されている複数の認識情報及び合成情報記憶
部３４に記憶されている複数の合成情報を解析して、商品優先度を商品毎に算出する。具
体的には、解析部３５は、複数の認識情報を解析して第１商品優先度を商品毎に算出し、
複数の合成情報を解析して第２商品優先度を商品毎に算出し、商品毎の第１商品優先度及
び第２商品優先度に基づいて商品毎の商品優先度を算出する。
【００４０】
　例えば、解析部３５は、ある商品について、第１商品優先度Ｅｒ及び第２商品優先度Ｅ
ｓを算出し、算出した第１商品優先度Ｅｒ及び第２商品優先度Ｅｓを数式（１）に示すよ
うに重み付け加算することで、ある商品の商品優先度Ｅを算出する。なお、第１商品優先
度Ｅｒを算出した商品の商品ＩＤが複数の合成情報内に存在しなければ、当該商品の第２
商品優先度Ｅｓは当然０となり、第２商品優先度Ｅｓを算出した商品の商品ＩＤが複数の
認識情報内に存在しなければ、当該商品の第１商品優先度Ｅｒは当然０となる。
【００４１】
　Ｅ＝ｗｒ×Ｅｒ＋ｗｓ×Ｅｓ　　　…（１）
【００４２】
　ここで、ｗｒは優先度Ｅｒに対する重み、ｗｓは優先度Ｅｓに対する重みである。
【００４３】
　なお、解析部３５は、複数の認識情報を解析し、認識日時が現在日時に近いほど当該認
識日時に対応付けられた商品ＩＤが示す商品の第１商品優先度Ｅｒを高くする。つまり、
解析部３５は、かざした日時が現在日時に近い商品ほど第１商品優先度Ｅｒが高くなるよ
うに設定する。
【００４４】
　また解析部３５は、複数の認識情報を解析し、値が一致する商品ＩＤの数が多いほど、
当該商品ＩＤが示す商品の第１商品優先度Ｅｒを高くする。つまり、解析部３５は、かざ
した回数が多い商品ほど第１商品優先度Ｅｒが高くなるように設定する。
【００４５】
　同様に、解析部３５は、複数の合成情報を解析し、合成情報に含まれる合成日時が現在
日時に近いほど当該合成日時に対応付けられた商品ＩＤが示す商品の第２商品優先度Ｅｓ
を高くする。つまり、解析部３５は、ためした日時が現在日時に近い商品ほど第２商品優
先度Ｅｓが高くなるように設定する。
【００４６】
　また解析部３５は、複数の合成情報を解析し、値が一致する商品ＩＤの数が多いほど、
当該商品ＩＤが示す商品の第２商品優先度Ｅｓを高くする。つまり、解析部３５は、ため
した回数が多い商品ほど第２商品優先度Ｅｓが高くなるように設定する。
【００４７】
　また解析部３５は、商品優先度Ｅが第１所定条件を満たす商品の商品ＩＤを含む合成情
報が複数の合成情報内に存在するか否かを更に解析して、複数種類の関連情報のうち当該
解析の解析結果に応じた関連情報を推奨する第１推奨情報を生成する。第１所定条件は、



(10) JP 2014-92983 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

閾値であってもよいし、１位から予め定められた順位までの商品優先度Ｅなどであっても
よい。
【００４８】
　例えば解析部３５は、商品優先度Ｅが第１所定条件を満たす商品の商品ＩＤを含む合成
情報が複数の合成情報内に存在しない場合、複数種類の関連情報のうち販売店情報を推奨
する第１推奨情報を生成する。この場合、“かざす”は実行されているが、“ためす”は
実行されていないため、第２端末２０が置いてある販売店の販売店情報を推奨すれば、ユ
ーザに“ためす”を促すことができ、この結果、ユーザに対して商品の購買意欲を喚起さ
せることができる可能性がある。
【００４９】
　また例えば解析部３５は、商品優先度Ｅが第１所定条件を満たす商品の商品ＩＤを含む
合成情報が複数の合成情報内に存在する場合、複数種類の関連情報のうちおすすめコーデ
ィネートを推奨する第１推奨情報を生成する。この場合、“かざす”も“ためす”も実行
されているため、おすすめコーディネートを推奨すれば、ユーザに対しておすすめコーデ
ィネートで推奨した他の商品の購買意欲を喚起させることができる可能性がある。
【００５０】
　また解析部３５は、商品優先度Ｅが第２所定条件を満たす商品のカテゴリが複数存在す
る場合、当該複数のカテゴリそれぞれの複数の合成情報内での登場回数を解析して、当該
登場回数が最も多いカテゴリを推奨する第２推奨情報を生成する。第２所定条件は、閾値
であってもよいし、１位から予め定められた順位までの商品優先度Ｅなどであってもよい
。
【００５１】
　例えば、商品優先度Ｅが第２所定条件を満たす商品がハンドバッグ、ショルダーバッグ
、及びリュックの３タイプでの持ち方のできるバッグであるとする。この場合、当該バッ
グのカテゴリは、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、及びリュックとなるので、解析部３
５は、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、及びリュックそれぞれの複数の合成情報内での
登場回数を解析する。そしてショルダーバッグの登場回数が最も多ければ、ショルダーバ
ッグを推奨する第２推奨情報を生成する。この場合、ショルダーバッグで“ためす”こと
がユーザに人気であるため、ショルダーバッグを推奨すれば、ユーザに対して商品の購買
意欲を喚起させることができる可能性がある。但し、当該バッグについて既にショルダー
バッグで“ためす”が実行されていれば、ハンドバッグやリュックなど、まだ“ためす”
が実行されていないカテゴリを推奨する第２推奨情報を生成してもよい。
【００５２】
　出力部３６は、解析部３５により算出された商品優先度に基づく情報を認識部１１及び
合成部２１の少なくとも一方に出力する。商品優先度に基づく情報は、商品優先度そのも
のであってもよいし、当該商品優先度の商品の関連情報や合成用画像などであってもよい
。なお、関連情報や合成用画像は、商品情報記憶部３７から取得可能である。
【００５３】
　また出力部３６は、解析部３５により算出された商品優先度及び解析部３５により生成
された第１推奨情報に基づく情報を認識部１１に出力する。商品優先度及び第１推奨情報
に基づく情報は、商品優先度及び推奨する関連情報を示す情報であってもよいし、当該商
品優先度の商品の推奨する関連情報などであってもよい。
【００５４】
　また出力部３６は、解析部３５により算出された商品優先度及び解析部３５により生成
された第２推奨情報に基づく情報を合成部２１に出力する。商品優先度及び第２推奨情報
に基づく情報は、商品優先度及び推奨する合成用画像の画像ＩＤであってもよいし、当該
商品優先度の商品の推奨する合成用画像などであってもよい。
【００５５】
　このようにして出力部３６から出力された情報が、認識部１１及び合成部２１において
、フィードバック情報として用いられ、第１端末１０及び第２端末２０において、ユーザ
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の購買意欲を喚起させる蓋然性が高い情報が優先的に表示されるようになる。
【００５６】
　なお出力部３６は、画像認識部１６により商品情報の取得が要求された場合、要求され
た商品情報を商品情報記憶部３７から取得して画像認識部１６に出力する。同様に、出力
部３６は、画像合成部２６により商品情報の取得が要求された場合、要求された商品情報
を商品情報記憶部３７から取得して画像合成部２６に出力する。
【００５７】
　商品情報記憶部３７は、商品の商品情報を記憶する。図７は、第１実施形態の商品情報
のデータ構造の一例を示す図である。図７に示す例では、商品情報は、商品ＩＤと、属性
情報（ブランド、価格、色、及び素材・材質など）と、付随情報（口コミ、おすすめコー
ディネート、及び販売店情報（住所や地図等など）と、合成用画像群とを対応付けた情報
となっているが、これに限定されるものではない。
【００５８】
　図８は、第１実施形態のサーバ装置３０で実行される処理の手順の流れの一例を示すフ
ローチャートである。
【００５９】
　まず、第１取得部３１は、認識部１１（出力部１５）から、認識部１１により推定され
た商品の商品ＩＤを少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部３２に記憶する（
ステップＳ１０１）。
【００６０】
　続いて、第２取得部３３は、合成部２１（出力部２５）から、被合成画像と合成された
合成用画像の商品の商品ＩＤを少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部３４に
記憶する（ステップＳ１０３）。
【００６１】
　続いて、解析部３５は、認識情報記憶部３２に記憶されている複数の認識情報を解析し
て第１商品優先度を商品毎に算出し、合成情報記憶部３４に記憶されている複数の合成情
報を解析して第２商品優先度を商品毎に算出し、商品毎の第１商品優先度及び第２商品優
先度に基づいて商品毎の商品優先度を算出する（ステップＳ１０５）。
【００６２】
　続いて、解析部３５は、商品優先度が第１所定条件を満たす商品の商品ＩＤを含む合成
情報が複数の合成情報内に存在するか否かを更に解析して、複数種類の関連情報のうち当
該解析の解析結果に応じた関連情報を推奨する第１推奨情報を生成する（ステップＳ１０
７）。
【００６３】
　続いて、出力部３６は、解析部３５により算出された商品優先度及び解析部３５により
生成された第１推奨情報に基づく情報を認識部１１に出力する（ステップＳ１０９）。
【００６４】
　続いて、解析部３５は、商品優先度が第２所定条件を満たす商品のカテゴリが複数存在
する場合、当該複数のカテゴリそれぞれの複数の合成情報内での登場回数を解析して、当
該登場回数が最も多いカテゴリを推奨する第２推奨情報を生成する（ステップＳ１１１）
。
【００６５】
　続いて、出力部３６は、解析部３５により算出された商品優先度及び解析部３５により
生成された第２推奨情報に基づく情報を合成部２１に出力する（ステップＳ１１３）。
【００６６】
　以上のように、第１実施形態によれば、認識情報の履歴と合成情報の履歴とを解析して
商品優先度を算出することで、様々なＯ２Ｏ関連技術の履歴を加味した商品優先度を算出
できるので、ユーザにとってより興味深い商品を抽出することができる。そして第１実施
形態によれば、算出した商品優先度に基づく情報を認識部及び合成部に出力しているので
、認識部及び合成部は、この情報を用いることでユーザにとってより興味深い商品を優先
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的に提示でき、ユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性を高めることができる。
【００６７】
　特に第１実施形態によれば、ユーザにとってより興味深い商品だけでなく、当該商品の
複数種類の関連情報のうちユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性が高い情報を抽出できる
ので、認識部は、この情報を用いることでユーザにとってより興味深い情報を優先的に提
示でき、ユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性を高めることができる。
【００６８】
　同様に第１実施形態によれば、ユーザにとってより興味深い商品だけでなく、当該商品
のカテゴリのうちユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性が高いカテゴリの情報を抽出でき
るので、合成部は、この情報を用いることでユーザにとってより興味深い情報を優先的に
提示でき、ユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性を高めることができる。
【００６９】
　なお第１実施形態では、認識部１１（出力部１５）は、認識情報に商品画像情報と関連
情報とを含めることができるので、どのような実物体にかざすことでどのような商品にユ
ーザが興味を持ったかを把握することもできる。例えば、広告Ａにかざして商品Ｘに興味
を持ったのか、広告Ｂにかざして商品Ｘに興味を持ったのかを把握することができ、ユー
ザが商品Ｘに興味をもった経緯を解析に利用することもできる。
【００７０】
　同様に第１実施形態では、合成部２１（出力部２５）は、合成情報に被合成画像情報と
合成用画像情報とを含めることができるので、どのような被合成画像にどのような合成用
画像を合成したかを把握することもできる。例えば、体型Ａの人は衣服Ｙを試着すること
が多い、体型Ｂの人は衣服Ｚを試着することが多いなどといったことを把握することがで
き、ユーザ毎の“ためす”の傾向をデータ解析によって求めることもできる。
【００７１】
（第２実施形態）
　第２実施形態では、商品の販売に関する販売情報を管理する管理部を備える第３端末を
更に備える例について説明する。以下では、第１実施形態との相違点の説明を主に行い、
第１実施形態と同様の機能を有する構成要素については、第１実施形態と同様の名称・符
号を付し、その説明を省略する。
【００７２】
　図９は、第２実施形態のシステム１０１の一例を示す構成図である。図９に示すように
、システム１０１は、サーバ装置１３０及び第３端末１４０が、第１実施形態と相違する
。
【００７３】
　第２実施形態では、第３端末１４０が、管理部１４１を備えており、商品の販売に関す
る販売情報を管理する管理端末である場合を例に取り説明する。
【００７４】
　図１０は、第２実施形態の第３端末１４０の一例を示す構成図である。図１０に示すよ
うに、第３端末１４０は、管理部１４１と、販売情報記憶部１４２と、表示部１４３と、
出力部１４４とを、備える。
【００７５】
　管理部１４１は、例えば、ＣＰＵなどの処理装置にプログラムを実行させること、即ち
、ソフトウェアにより実現してもよいし、ＩＣなどのハードウェアにより実現してもよい
し、ソフトウェア及びハードウェアを併用して実現してもよい。販売情報記憶部１４２は
、例えば、ＨＤＤ、ＳＳＤ、メモリカード、光ディスク、及びＲＡＭなどの磁気的、光学
的、又は電気的に記憶可能な記憶装置により実現できる。表示部１４３は、例えば、液晶
ディスプレイやタッチパネルディスプレイなどの表示装置により実現できる。出力部１４
４は、例えば、ＮＩＣなどの通信装置により実現できる。
【００７６】
　販売情報記憶部１４２は、商品の販売に関する販売情報を記憶する。販売情報は、例え
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ば、商品の購買内容を示す購買情報、商品の販売促進に関する販促情報、顧客情報、在庫
情報、及び店舗スタッフへの教育に関する教育情報などを含む。購買情報は、購買対象の
商品の商品ＩＤを少なくとも含む。なお、購買情報に購買日時を含めるようにしてもよい
。販促情報は、商品画像を用いた販売促進に関する第１販促情報や、合成用画像を用いた
販売促進に関する第２販促情報を含む。販促情報は、例えば、広告戦略、店舗レイアウト
、調達計画、商品ラインナップ、及び顧客への商品推薦方法に関する情報などが挙げられ
る。
【００７７】
　管理部１４１は、販売情報記憶部１４２に記憶されている販売情報を管理する。
【００７８】
　表示部１４３は、管理部１４１により管理されている販売情報を表示する。
【００７９】
　出力部１４４は、販売情報をサーバ装置１３０へ出力する。例えば、出力部１４４は、
購買情報及び販促情報をサーバ装置１３０へ出力する。
【００８０】
　図１１は、第２実施形態のサーバ装置１３０の一例を示す構成図である。図１１に示す
ように、サーバ装置１３０は、解析部１３５、第３取得部１３８、及び販売情報記憶部１
３９が、第１実施形態と相違する。
【００８１】
　第３取得部１３８は、例えば、ＣＰＵなどの処理装置にプログラムを実行させること、
即ち、ソフトウェアにより実現してもよいし、ＩＣなどのハードウェアにより実現しても
よいし、ソフトウェア及びハードウェアを併用して実現してもよい。販売情報記憶部１３
９は、例えば、ＨＤＤ、ＳＳＤ、メモリカード、光ディスク、及びＲＡＭなどの磁気的、
光学的、又は電気的に記憶可能な記憶装置により実現できる。
【００８２】
　第３取得部１３８は、管理部１４１（出力部１４４）から、購買対象の商品の商品ＩＤ
を少なくとも含む購買情報及び販促情報を取得し、販売情報記憶部１３９に記憶する。な
お、購買情報及び販促情報は、販売情報記憶部１４２で説明したような情報を更に含んで
いてもよい。
【００８３】
　販売情報記憶部１３９は、第３取得部１３８により記憶された複数の購買情報及び販促
情報を記憶する。図１２は、第２実施形態の購買情報の一例を示す図である。図１２に示
す例では、購買情報は、Ｎｏ．と、購買日時と、商品ＩＤとを、対応付けた情報となって
いるが、これに限定されるものではない。
【００８４】
　解析部１３５は、認識情報記憶部３２に記憶されている複数の認識情報、合成情報記憶
部３４に記憶されている複数の合成情報、及び販売情報記憶部１３９に記憶されている複
数の購買情報を解析して、商品優先度を商品毎に算出する第１解析、並びに複数の購買情
報に加え、複数の認識情報及び複数の合成情報の少なくとも一方を解析して、販促情報の
更新内容を求める第２解析の少なくとも一方を行う。
【００８５】
　まず、第１解析について説明する。
【００８６】
　解析部１３５は、複数の認識情報を解析して第１商品優先度を商品毎に算出し、複数の
合成情報を解析して第２商品優先度を商品毎に算出し、複数の購買情報を解析して第３商
品優先度を商品毎に算出し、商品毎の第１商品優先度、第２商品優先度、及び第３商品優
先度に基づいて商品毎の商品優先度を算出する。
【００８７】
　例えば、解析部１３５は、ある商品について、第１商品優先度Ｅｒ、第２商品優先度Ｅ
ｓ、及び第３商品優先度Ｅｂを算出し、算出した第１商品優先度Ｅｒ、第２商品優先度Ｅ
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ｓ、及び第３商品優先度Ｅｂを数式（２）に示すように重み付け加算することで、ある商
品の商品優先度Ｅを算出する。
【００８８】
　Ｅ＝ｗｒ×Ｅｒ＋ｗｓ×Ｅｓ＋ｗｂ×Ｅｂ　　　…（２）
【００８９】
　ここで、ｗｂは優先度Ｅｂに対する重みである。
【００９０】
　なお、解析部１３５は、複数の認識情報を解析し、認識日時が現在日時に近いほど当該
認識日時に対応付けられた商品ＩＤが示す商品の第１商品優先度Ｅｒを高くする。つまり
、解析部１３５は、かざした日時が現在日時に近い商品ほど第１商品優先度Ｅｒが高くな
るように設定する。
【００９１】
　また解析部１３５は、複数の認識情報を解析し、値が一致する商品ＩＤの数が多いほど
、当該商品ＩＤが示す商品の第１商品優先度Ｅｒを高くする。つまり、解析部１３５は、
かざした回数が多い商品ほど第１商品優先度Ｅｒが高くなるように設定する。
【００９２】
　同様に、解析部１３５は、複数の合成情報を解析し、合成情報に含まれる合成日時が現
在日時に近いほど当該合成日時に対応付けられた商品ＩＤが示す商品の第２商品優先度Ｅ
ｓを高くする。つまり、解析部１３５は、ためした日時が現在日時に近い商品ほど第２商
品優先度Ｅｓが高くなるように設定する。
【００９３】
　また解析部１３５は、複数の合成情報を解析し、値が一致する商品ＩＤの数が多いほど
、当該商品ＩＤが示す商品の第２商品優先度Ｅｓを高くする。つまり、解析部１３５は、
ためした回数が多い商品ほど第２商品優先度Ｅｓが高くなるように設定する。
【００９４】
　同様に、解析部１３５は、複数の購買情報を解析し、購買情報に含まれる購買日時が現
在日時に近いほど当該購買日時に対応付けられた商品ＩＤが示す商品の第３商品優先度Ｅ
ｂを高くする。つまり、解析部１３５は、購入日時が現在日時に近い商品ほど第３商品優
先度Ｅｂが高くなるように設定する。
【００９５】
　また解析部１３５は、複数の購買情報を解析し、値が一致する商品ＩＤの数が多いほど
、当該商品ＩＤが示す商品の第３商品優先度Ｅｂを高くする。つまり、解析部１３５は、
購買回数が多い商品ほど第３商品優先度Ｅｂが高くなるように設定する。
【００９６】
　なお、第１推奨情報及び第２推奨情報の生成については、第１実施形態と同様であるた
め、説明を省略する。
【００９７】
　次に、第２解析について説明する。
【００９８】
　解析部１３５は、複数の購買情報に加え、複数の認識情報及び複数の合成情報の少なく
とも一方を解析することで、ユーザの“かざす”という行為や“ためす”という行為が商
品の購買に繋がったか否かを判断し、販促情報の更新内容を求める。
【００９９】
　具体的には、解析部１３５は、複数の購買情報を解析し、値の一致数が第３所定条件を
満たす商品ＩＤに対応付けられた商品画像情報の複数の認識情報内での登場回数を解析し
、商品画像情報の登場回数に応じた第１販促情報の更新内容を求める。第３所定条件は、
例えば、値を増加するか否かの判定用の増加判定閾値及び値を減少するか否かの判定用の
減少判定閾値を含む複数段階の閾値が該当する。
【０１００】
　図１３は、第２実施形態の更新前の第１販促情報の一例を示す図であり、図１４は、第
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２実施形態の更新後の第１販促情報の一例を示す図である。図１３及び図１４に示す例で
は、第１販促情報は、Ｎｏ．と、広告ＩＤと、商品画像の画像ＩＤ（商品画像情報）と、
広告数とを、対応付けた情報となっているが、これに限定されるものではない。図１３に
示す例において、画像ＩＤ「画像１０３９２」及び「画像１０１９２」それぞれに対応す
る商品ＩＤの複数の購買情報内における値の一致数が増加判定閾値を満足し、画像ＩＤ「
画像１０２９１」に対応する商品ＩＤの複数の購買情報内における値の一致数が減少判定
閾値を満足するとする。そして複数の認識情報内での画像ＩＤ「画像１０３９２」及び「
画像１０１９２」の登場回数が平均より多く、画像ＩＤ「画像１０２９１」の登場回数が
平均より極めて少なかったとする。
【０１０１】
　つまり、画像ＩＤ「画像１０３９２」及び「画像１０１９２」の商品については、広告
Ａや広告Ｃにかざされたことがきっかけで商品の購入に繋がっており、広告Ａや広告Ｃの
効果が高く、広告Ａや広告Ｃを用いた販売促進を強化すべきであることがわかる。一方、
画像ＩＤ「画像１０２９１」の商品については、広告Ｂにかざされたことが商品の購入に
繋がっておらず、広告Ｂの効果が低く、広告Ｂを用いた販売促進を弱化すべきであること
がわかる。
【０１０２】
　この場合、解析部１３５は、第１販促情報の更新内容として、例えば、画像ＩＤ「画像
１０３９２」及び「画像１０１９２」の広告数を＋１０、画像ＩＤ「画像１０２９１」の
広告数を－２０とする更新内容を求める。この結果、図１３に示す第１販促情報を図１４
に示すような第１販促情報に更新することが可能となる。
【０１０３】
　また、解析部１３５は、複数の購買情報を解析し、値の一致数が第４所定条件を満たす
商品ＩＤに対応付けられた合成用画像情報の複数の合成情報内での登場回数を解析し、合
成用画像情報の登場回数に応じた第２販促情報の更新内容を求める。第４所定条件は、例
えば、値を増加するか否かの判定用の増加判定閾値及び値を減少するか否かの判定用の減
少判定閾値を含む複数段階の閾値が該当する。
【０１０４】
　また、解析部１３５は、複数の購買情報を解析し、商品の併売率を判断することで、店
舗レイアウトの更新内容を求めることもできる。商品の併売率は、購買情報の購買日時な
どから算出できる。
【０１０５】
　図１５は、第２実施形態の更新前の店舗レイアウト情報の一例を示す図であり、図１６
は、第２実施形態の更新後の店舗レイアウト情報の一例を示す図である。図１５及び図１
６に示す例では、店舗レイアウト情報は、Ｎｏ．と、棚ＩＤと、商品ＩＤとを、対応付け
た情報となっているが、これに限定されるものではない。なお、棚Ａと棚Ｂは、隣接して
いるが、棚Ｃは、棚Ａ、棚Ｂにも隣接していないものとする。図１５に示す例において、
商品ＩＤ「商品２０９２８」及び「商品２０２９０」の併売率が増加判定閾値を満足した
とする。
【０１０６】
　つまり、商品ＩＤ「商品２０９２８」及び「商品２０２９０」については、併売率が高
いため、隣接する棚に置いて販売促進を強化すべきであることがわかる。この場合、解析
部１３５は、店舗レイアウト情報の更新内容として、商品ＩＤ「商品２０２９０」の商品
を棚Ｂに配置し、商品ＩＤ「商品２０６６０」の商品を棚Ｃに配置する更新内容を求める
。この結果、図１５に示す店舗レイアウト情報を図１６に示すように店舗レイアウト情報
のように更新することが可能となる。
【０１０７】
　出力部３６は、解析部１３５により算出された商品優先度に基づく情報を認識部１１及
び合成部２１の少なくとも一方に出力する第１出力、並びに解析部１３５により求められ
た更新内容を管理部１４１に出力する第２出力の少なくとも一方を行う。
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【０１０８】
　第１出力については、第１実施形態と同様であるため説明を省略する。
【０１０９】
　第２出力については、このようにして出力部３６から出力された情報が、管理部１４１
において、販促情報の更新に用いられ、第３端末１４０において、ユーザの購買意欲をよ
り喚起させる蓋然性が高い販促情報が管理されるようになる。
【０１１０】
　図１７は、第２実施形態のサーバ装置１３０で実行される処理の手順の流れの一例を示
すフローチャートである。
【０１１１】
　まず、第１取得部３１は、認識部１１（出力部１５）から、認識部１１により推定され
た商品の商品ＩＤを少なくとも含む認識情報を取得し、認識情報記憶部３２に記憶する（
ステップＳ４０１）。
【０１１２】
　続いて、第２取得部３３は、合成部２１（出力部２５）から、被合成画像と合成された
合成用画像の商品の商品ＩＤを少なくとも含む合成情報を取得し、合成情報記憶部３４に
記憶する（ステップＳ４０３）。
【０１１３】
　続いて、第３取得部１３８は、管理部１４１（出力部１４４）から、購買対象の商品の
商品ＩＤを少なくとも含む購買情報及び販促情報を取得し、販売情報記憶部１３９に記憶
する（ステップＳ４０５）。
【０１１４】
　続いて、解析部１３５は、認識情報記憶部３２に記憶されている複数の認識情報を解析
して第１商品優先度を商品毎に算出し、合成情報記憶部３４に記憶されている複数の合成
情報を解析して第２商品優先度を商品毎に算出し、販売情報記憶部１３９に記憶されてい
る複数の購買情報を解析して第３商品優先度を商品毎に算出し、商品毎の第１商品優先度
、第２商品優先度、及び第３商品優先度に基づいて商品毎の商品優先度を算出する（ステ
ップＳ４０７）。
【０１１５】
　続いて、解析部１３５は、商品優先度が第１所定条件を満たす商品の商品ＩＤを含む合
成情報が複数の合成情報内に存在するか否かを更に解析して、複数種類の関連情報のうち
当該解析の解析結果に応じた関連情報を推奨する第１推奨情報を生成する（ステップＳ４
０９）。
【０１１６】
　続いて、出力部３６は、解析部１３５により算出された商品優先度及び解析部１３５に
より生成された第１推奨情報に基づく情報を認識部１１に出力する（ステップＳ４１１）
。
【０１１７】
　続いて、解析部１３５は、商品優先度が第２所定条件を満たす商品のカテゴリが複数存
在する場合、当該複数のカテゴリそれぞれの複数の合成情報内での登場回数を解析して、
当該登場回数が最も多いカテゴリを推奨する第２推奨情報を生成する（ステップＳ４１３
）。
【０１１８】
　続いて、出力部３６は、解析部１３５により算出された商品優先度及び解析部１３５に
より生成された第２推奨情報に基づく情報を合成部２１に出力する（ステップＳ４１５）
。
【０１１９】
　続いて、解析部１３５は、複数の購買情報に加え、複数の認識情報及び複数の合成情報
の少なくとも一方を解析して、販促情報の更新内容を求める（ステップＳ４１７）。
【０１２０】
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　続いて、出力部３６は、解析部１３５により求められた販促情報の更新内容を管理部１
４１に出力する（ステップＳ４１９）。
【０１２１】
　以上のように、第２実施形態によれば、更に購買情報を解析して商品優先度を算出する
ことで、ユーザにとってより興味深い商品をより効果的に抽出することができる。そして
第２実施形態によれば、算出した商品優先度に基づく情報を認識部及び合成部に出力して
いるので、認識部及び合成部は、この情報を用いることでユーザにとってより興味深い商
品をより優先的に提示でき、ユーザの購買意欲を喚起させる蓋然性をより高めることがで
きる。
【０１２２】
　また第２実施形態によれば、購買情報の履歴に加え、認識情報の履歴及び合成情報の履
歴の少なくとも一方を解析して販促情報の更新内容を求めることで、より効果的な販売管
理を実現することができ、例えば、広告の効果分析、改善、商品ラインナップの改善、顧
客への商品推薦の効率化（店舗スタッフの教育方法改善）、調達計画の改善、及び店舗レ
イアウトの改善に繋げることができる。
【０１２３】
（変形例）
　上記各実施形態では、“かざす”を実現する画像認識端末、“ためす”を実現する画像
合成端末、販売情報を管理する管理端末の履歴を用いる例について説明したが、これに限
定されず、かざした商品の属性に応じて関連する商品情報を検索する“さがす”を実現す
る端末の履歴など、様々なＯ２Ｏ関連の技術を用いる端末の履歴を用いることができる。
【０１２４】
　また、上記各実施形態において、解析部３５は、必ずしも全ての履歴を解析する必要は
ない。つまり、解析部３５は、いずれかの重みを０としてもよい。
【０１２５】
　また、上記各実施形態では、認識部１１を備える第１端末１０と、合成部２１を備える
第２端末２０とが、異なる端末である例について説明したが、図１８に示すシステム２０
１のように、認識部１１及び合成部２１が１つの端末２５０に備えられていてもよい。
【０１２６】
（ハードウェア構成）
　図１９は、上記各実施形態及び各変形例のサーバ装置のハードウェア構成の一例を示す
図である。上記各実施形態及び各変形例のサーバ装置は、ＣＰＵなどの制御装置９０１と
、ＲＯＭやＲＡＭなどの記憶装置９０２と、ＨＤＤなどの外部記憶装置９０３と、ディス
プレイなどの表示装置９０４と、キーボードやマウスなどの入力装置９０５と、通信イン
タフェースなどの通信装置９０６と、を備えており、通常のコンピュータを利用したハー
ドウェア構成となっている。
【０１２７】
　上記各実施形態及び各変形例のサーバ装置で実行されるプログラムは、インストール可
能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、メモリカード、ＤＶ
Ｄ（Digital　Versatile　Disk）、フレキシブルディスク（ＦＤ）等のコンピュータで読
み取り可能な記憶媒体に記憶されて提供される。
【０１２８】
　また、上記各実施形態及び各変形例のサーバ装置で実行されるプログラムを、インター
ネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウ
ンロードさせることにより提供するようにしてもよい。また、上記各実施形態及び各変形
例のサーバ装置で実行されるプログラムを、インターネット等のネットワーク経由で提供
または配布するようにしてもよい。また、上記各実施形態及び各変形例のサーバ装置で実
行されるプログラムを、ＲＯＭ等に予め組み込んで提供するようにしてもよい。
【０１２９】
　上記各実施形態及び各変形例のサーバ装置で実行されるプログラムは、上述した各部を
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コンピュータ上で実現させるためのモジュール構成となっている。実際のハードウェアと
しては、ＣＰＵがＨＤＤからプログラムをＲＡＭ上に読み出して実行することにより、上
記各部がコンピュータ上で実現されるようになっている。
【０１３０】
　なお、本発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施
の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成す
ることができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【０１３１】
　例えば、上記各実施形態のフローチャートにおける各ステップを、その性質に反しない
限り、実行順序を変更し、複数同時に実施し、あるいは実施毎に異なった順序で実施して
もよい。
【０１３２】
　以上のように、上記各実施形態及び各変形例によれば、ユーザの購買意欲を喚起させる
蓋然性が高い情報を抽出できる。
【符号の説明】
【０１３３】
　１、１０１、２０１　システム
　２　ネットワーク
　１０　第１端末
　１１　認識部
　１２　撮像部
　１３　フィードバック情報記憶部
　１４　表示部
　１５　出力部
　１６　画像認識部
　１７　フィードバック部
　２０　第２端末
　２１　合成部
　２２　撮像部
　２３　フィードバック情報記憶部
　２４　表示部
　２５　出力部
　２６　画像合成部
　２７　フィードバック部
　３０，１３０　サーバ装置
　３１　第１取得部
　３２　認識情報記憶部
　３３　第２取得部
　３４　合成情報記憶部
　３５、１３５　解析部
　３６　出力部
　３７　商品情報記憶部
　１３８　第３取得部
　１３９　販売情報記憶部
　１４０　第３端末
　１４１　管理部
　１４２　販売情報記憶部
　１４３　表示部



(19) JP 2014-92983 A 2014.5.19

　１４４　出力部
　９０１　制御装置
　９０２　記憶装置
　９０３　外部記憶装置
　９０４　表示装置
　９０５　入力装置
　９０６　通信装置

【図１】

【図２】

【図３】
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